
 

労働安全衛生法第６０条の２ 

 

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者

に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 

 


